
情報提供関連 －最近の活動と予定

1. 新規冊子（消化管間質腫瘍（GIST)、神経膠腫（グリオーマ）、
精巣腫瘍）作成、がん情報サービス刊行物発注システムにて、
受注開始を予定。

2. ちらし「知れば安心がん情報」作成・配布を予定

3. がん情報サービスに「がんの臨床試験を探す」掲載を予定

4. がん情報サービスに「地域のがん情報」掲載を予定

5. 第一生命との包括的連携に基づく各都道府県のちらしの作
成・配布

6. 地域相談支援フォーラムの開催を予定

7. 「ビジネスパーソン向けがん啓発コンテンツ」作成を予定
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第4回外部委員意見交換会
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第4回外部委員意見交換会
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地域のがん情報



第4回外部委員意見交換会
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平成24年度長崎県がん診療連携協議会
(実務者会議）
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協議すべき内容としてのたばこ対策及び「たばこ政策支援機能」へのご意見について 
 
○ 今般閣議決定された「がん対策推進基本計画」において、たばこ対策はがん予防の最重

要課題であり、成人喫煙率を 20％から 12％へと低減させる行政目標も立てられ、その

他、未成年者の喫煙率を 0％、職場や医療機関における受動喫煙曝露も 0％とすること

などが掲げられています。都道府県がん対策推進計画においても、たばこ対策は重要課

題となりますが、国で経験したようなたばこ産業からの激しい反対や政策干渉が起きる

ことが予想されます。WHO たばこ規制枠組条約の一般義務第 5 条第 3 項において、公

衆衛生政策をたばこ産業の商業的利益から保護することが求められ、ガイドラインも策

定されているところです。都道府県がん対策推進計画の策定過程でも、そのような干渉

からいかに命のための政策を保護できるか、拠点病院の役割や地域の禁煙推進団体との

連携等、その具体的な方策についてご協議いただけたらと思います。さらに、喫煙率目

標を都道府県単位で実現するための、拠点病院で実施しうること（例えば、禁煙外来の

設置や電話相談、情報提供、受動喫煙防止の推進等）についてのご検討もお願いします。 
 

○ たばこ政策支援機能としては、チャートに示したようなミッションの下、種々の事業や

研究を行っておりますが、特に、WHO 関係資料の翻訳や、科学的根拠に基づいた政策

実現のためのファクトシートや文献データベース、たばこ白書等の作成を行います。ま

た、成人及び学童向けの啓発資材を関係団体と協力して制作し、全国に配布しています。

都道府県がん対策推進計画の策定についても、必要に応じ適切な助言を行います。 
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